
平
成
十
三
年
経
済
産
業
省
令
第
五
十
六
号

銅
第
一
次
製
錬
・
精
製
業
に
属
す
る
事
業
を
行
う
者
の
ス
ラ
グ
の
発
生
抑
制
等
に
関
す
る
判
断
の
基
準
と
な

る
べ
き
事
項
を
定
め
る
省
令

資
源
の
有
効
な
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
四
十
八
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
銅
第
一
次
製
錬
・
精
製
業
に
属
す
る
事
業
を
行
う
者
の
ス
ラ
グ
の
発
生
抑
制
等
に
関
す
る
判
断
の
基
準
と
な
る

べ
き
事
項
を
定
め
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

（
目
標
の
設
定
）

第
一
条
　
銅
第
一
次
製
錬
・
精
製
業
に
属
す
る
事
業
を
行
う
者
（
以
下
「
事
業
者
」
と
い
う
。
）
は
、
銅
第
一
次
製

錬
・
精
製
業
に
係
る
ス
ラ
グ
（
以
下
「
銅
ス
ラ
グ
」
と
い
う
。
）
の
発
生
抑
制
等
を
計
画
的
に
行
う
た
め
、
銅
ス

ラ
グ
の
発
生
抑
制
等
に
関
す
る
目
標
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
設
備
の
整
備
）

第
二
条
　
事
業
者
は
、
次
に
掲
げ
る
設
備
そ
の
他
の
銅
ス
ラ
グ
の
発
生
抑
制
等
の
た
め
に
必
要
な
設
備
を
計
画
的
に

整
備
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
製
錬
工
程
に
お
け
る
化
学
反
応
を
制
御
す
る
装
置
そ
の
他
の
銅
ス
ラ
グ
の
発
生
を
抑
制
す
る
製
造
設
備

二
　
自
動
サ
ン
プ
リ
ン
グ
装
置
、
自
動
分
析
装
置
そ
の
他
の
銅
ス
ラ
グ
の
品
質
及
び
組
成
を
管
理
す
る
設
備

三
　
吹
製
設
備
、
ふ
る
い
分
け
機
、
貯
り
ゅ
う
装
置
そ
の
他
の
銅
ス
ラ
グ
を
再
生
資
源
と
し
て
利
用
で
き
る
状
態

に
す
る
設
備

（
技
術
の
向
上
）

第
三
条
　
事
業
者
は
、
次
に
掲
げ
る
技
術
の
向
上
そ
の
他
の
銅
ス
ラ
グ
の
発
生
抑
制
等
の
た
め
に
必
要
な
技
術
の
向

上
に
計
画
的
に
取
り
組
む
も
の
と
す
る
。

一
　
け
い
石
に
よ
る
反
応
度
の
向
上
そ
の
他
の
銅
ス
ラ
グ
の
発
生
を
抑
制
す
る
製
造
方
法
の
改
良

二
　
道
路
用
材
用
、
土
壌
改
良
材
用
そ
の
他
の
有
効
な
用
途
へ
の
銅
ス
ラ
グ
の
利
用
の
増
進

三
　
土
木
用
材
用
、
研
磨
材
用
そ
の
他
の
銅
ス
ラ
グ
の
利
用
に
係
る
新
規
の
用
途
の
開
発

（
設
備
の
運
転
の
改
善
等
）

第
四
条
　
事
業
者
は
、
第
一
条
の
目
標
を
達
成
す
る
た
め
、
前
二
条
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
設
備
の
運
転
の
改

善
そ
の
他
の
銅
ス
ラ
グ
の
発
生
抑
制
等
の
た
め
に
必
要
な
措
置
に
計
画
的
に
取
り
組
む
も
の
と
す
る
。

（
統
括
管
理
者
の
選
任
）

第
五
条
　
事
業
者
は
、
銅
ス
ラ
グ
の
発
生
抑
制
等
に
計
画
的
に
取
り
組
む
た
め
の
業
務
を
統
括
管
理
す
る
者
を
選
任

す
る
も
の
と
す
る
。

（
規
格
又
は
仕
様
に
よ
る
加
工
）

第
六
条
　
事
業
者
は
、
銅
ス
ラ
グ
の
利
用
を
促
進
す
る
た
め
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
よ
り
、
有
効
な
用
途
に
応

じ
た
製
品
と
な
る
よ
う
、
加
工
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
コ
ン
ク
リ
ー
ト
用
銅
ス
ラ
グ
骨
材
に
加
工
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
日
本
産
業
規
格
Ａ
五
〇
一
一―
三

二
　
前
号
に
掲
げ
る
製
品
以
外
に
加
工
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
事
業
者
と
銅
ス
ラ
グ
を
利
用
す
る
者
が
協
議
し

て
、
用
途
に
応
じ
て
定
め
た
仕
様

（
販
売
又
は
加
工
の
委
託
）

第
七
条
　
事
業
者
は
、
銅
ス
ラ
グ
の
利
用
を
促
進
す
る
た
め
、
自
ら
銅
ス
ラ
グ
の
利
用
の
た
め
の
加
工
を
行
い
得
な

い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
加
工
を
行
い
得
る
者
に
販
売
し
、
又
は
加
工
の
委
託
を
す
る
も
の
と
す
る
。

（
計
測
及
び
記
録
）

第
八
条
　
事
業
者
は
、
銅
ス
ラ
グ
の
品
質
及
び
重
量
そ
の
他
の
銅
ス
ラ
グ
の
発
生
抑
制
等
に
必
要
な
事
項
に
つ
い
て

管
理
標
準
を
設
定
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
ら
の
事
項
を
定
期
的
に
計
測
し
、
及
び
そ
の
結
果
を
記
録
す
る
も
の
と

す
る
。

（
情
報
の
提
供
等
）

第
九
条
　
事
業
者
は
、
銅
ス
ラ
グ
を
利
用
す
る
者
に
対
し
、
当
該
銅
ス
ラ
グ
の
品
質
及
び
組
成
そ
の
他
の
必
要
な
情

報
の
提
供
を
行
う
も
の
と
す
る
。

２
　
事
業
者
は
、
資
源
の
有
効
な
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
十
二
条
に
規
定
す
る
計
画
を
作
成
し
た
場
合
に
あ

っ
て
は
、
こ
れ
を
公
表
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

附
　
則

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
七
月
一
日
経
済
産
業
省
令
第
一
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
不
正
競
争
防
止
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
元
年
七
月
一
日
）
か
ら
施

行
す
る
。
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